
【コラム】埼玉地方労働審議会（弁護士佐渡島啓）
埼玉地方労働審議会

昨年１２月、埼玉地方労働審議会に公益代表委員として出席しました。地方労働審議会とは、労働者・使用者・公益の代表が一同に会し、
各都道府県労働局が担う様々な労働分野の施策について調査審議し、意見を述べる会です。
今年度の埼玉労働局の主要施策の一つに「多様な人材の活躍推進」があり、具体的には、男性の育児休業取得促進や高齢者の就労促進、そ
れから新規学卒者等への就労支援が挙げられています。

新規学卒者への就労支援としては合同企業説明会のほか、昨年１１月には未内定高校生を対象とした就職面接会を埼玉県などと協力して開
催し、７１名の生徒が参加しました。

近時の高卒３年以内の離職率は３５％を超えており、その要因の１つに、高校生が就職先について検討する時間が短いことがあります（企
業による学校への求人申込は高校３年生の７月から）。
昨年私が過労死防止啓発授業のために訪問したある高校の教員からも、生徒が十分な検討なく就職先を決めてしまい、就職後に後悔するケー
スが多いという話を聞きました。
このような新規学卒者への就職支援のほか、長時間労働の抑制や非正規労働者の公正な待遇の実現など、労働局も取り組む労働者のための
具体的な施策が効果を発揮するよう、地方労働審議会の場も利用して今後も活動していきたいと思います。

弁護士　佐渡島　啓

（事務所ニュース・2024年新年号掲載）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【コラム】労働局での調停手続（弁護士　佐渡島啓）
パワハラ防止措置（相談窓口の設置など）が全事業主で義務化されてから１年以上になりますが、パワハラに関する法律相談は残念ながら
減っていません。
上司や同僚から被害を受けている、加害者として訴えられてしまったといった相談はもちろんですが、顧問先の会社などからは、社内で生
じたパワハラトラブルにどう対処すべきか分からないといった相談も多く寄せられます。
この裏側の問題として、パワハラ被害を会社に申告したのに会社が適切に対処してくれないという相談もあります。

しかし、被害者がその会社で働き続けることを希望している場合には、弁護士を代理人に立ててまでして、会社と交渉したり、ましてや裁
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判をおこなうことには躊躇する方が少なくありません。
このような場合には、労働局に、会社との調停を申請することも解決のための選択肢として考えられます。

この調停手続は、原則として１回、２時間程度の期日で解決することを目指す制度で、私もこの調停の調停委員を務めています。
今年の春に私が担当した調停では、パワハラ被害を度々上司に訴えていたのに放置され続けたという事案で、調停手続に参加した会社の担
当者に会社としての落ち度を説明して納得してもらい、一定の和解金を支払うことで調停を成立させることができました。

調停手続には強制力がないため、パワハラ被害者が調停を申請しても会社が手続に参加しない、あるいは、調停手続に参加しても調停成立
には至らないケースもあるという限界はありますが、もっと広くこの制度を皆さんに知っていただき、いざというときには利用を検討して
もらいたいと思います。

弁護士　佐渡島　啓

（事務所ニュース・2023年夏号掲載）

【コラム】教えることは難しい（弁護士佐渡島啓）
この数年、埼玉県内の高校や専門学校で過労死防止対策等に関する特別授業をおこなっていますが、この中で、過労死や精神障害の発症が
労災認定される件数の多い業種（運送業、小売業、医療・介護等）についてピックアップし、長時間労働などに注意しなければいけないと
話すことがありました。すると、授業後に教員から、うちの学校からこれらの業種に就職する生徒が多い、生徒達が社会に出るのが怖くな
らないか心配だ、といったことを言われました

労働法の講義を担当している母校の早稲田大学では、毎回の講義後の学生のコメントで、例えば、三年も働いているのにアルバイトだから
という理由で有給休暇はないと言われているというような相談が多々寄せされます。しかし、法律的には、アルバイトであっても条件を満
たせば有給休暇は取得できます。そのため、このような質問に対しては、残念ながら法律違反の可能性があるようだと答えざるを得ません。

大人の一人として、このような労働環境が存在することを若者に伝えなければならないことを申し訳なく思います。それでも、労働法の長
い歴史を考えれば、若者が安心して働ける環境が少しずつでも実現されてきていることも事実だろうと思います。学生たちが働くことに前
向きになって社会に出ていけるよう、何を、どのように伝えるべきか、今年も試行錯誤したいと思います。　

弁護士　佐渡島　啓

（事務所ニュース・2023年新年号掲載）
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【コラム】会計年度任用職員（弁護士佐渡島啓）
今年二月、司法修習生に公務員の労働問題について講義する機会がありました。この中のテーマの一つが、近年問題となっている公務員の
非正規労働でした。

全国平均では地方公務員の約三人に一人が非正規、財政的に厳しい自治体では約二人に一人が非正規のところもあります。仕事の内容に大
きな差異はないにもかかわらず、給与は正規職員の半額以下で昇給なし、賞与や退職金もなく、任用期間は半年や一年と短期の繰り返し。

このような状況を改善するために、2020年4月から会計年度任用職員という制度が始まりました。これにより、臨時職員や非常勤職員
とされていた非正規公務員は、原則として会計年度任用職員に移行し、期末手当（賞与）の支給が受けられ、フルタイム勤務の場合には退
職金の対象ともされました。

ところが、賞与が支給されることになった反面、約四分の一の自治体で会計年度任用職員の給与を減額する措置がとられ、結局年収は増え
なかったというケースが出ています。また、それまでフルタイムで働いていた非正規の勤務時間をわずかに減らしてパートタイムとし、退
職金の対象としないようにした自治体もあります。

非正規の期間が五年を越えても無期転換する権利が発生しないことは、会計年度任用職員制度になっても変わりません。経験を積んだベテ
ランとなっても、会計年度任用職員のままでは、いつ仕事を打ち切られるか分かりません。
このような働き方を余儀なくされている人達に、役所や保育園、学校、病院、図書館など私たちに身近で、生活に欠かせないインフラを支
えてもらっている社会がこのままで良いのか、改めて考える必要があると思います。

弁護士　佐渡島　啓

（事務所ニュース・2022年夏号掲載）

【コラム】スポーツの指導者（弁護士　佐渡島啓）
スポーツ法に関わる活動に少しずつ取り組んでいます。スポーツ団体の指導者向けの講習会に参加してグループ討議に加わったり、スポー
ツ雑誌に原稿を書く機会をいただいたり。これまで埼玉弁護士会にはスポーツ法に関する受け皿がなかったため、一昨年、弁護士会の弁護
士業務対策委員会の中にスポーツ法部会を立ち上げ、今はここで活動をおこなっています。

スポーツに関する法律的な問題としては、資金流用などスポーツ団体の不祥事や競技中の事故、ドーピングなど多岐にわたりますが、より
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身近なものとして指導者の暴力・パワハラ問題があります。過去には、部活動の顧問の暴力的な言動を苦にして部員が自殺するという痛ま
しい出来事がありました。ここまでいかずとも、例えば昨年も、高校の女子バスケ部の顧問が部員の首を絞めたり、髪を引っ張ったりする
などの暴力を振るったとして、日本バスケ協会から二年間の指導者ライセンス停止処分を受けたことが報道されました。

私自身は学生時代、野球・ソフトボールを続けてきたものの、指導者に恵まれ、このような被害を受けたことはありません。しかし、程度
の差はあれ、スポーツの場面で指導者の暴力・パワハラ的な言動を見聞きした方は多いのではないでしょうか。
他方、指導者からすれば、厳しい指導はどこまで許されるのかといったジレンマがあります。自分は暴力的な指導を受けたことで成功した
と思っている指導者もいるでしょう
しかし、それでも指導者の暴力・パワハラは許されません。プレーヤー、指導者、ほかの関係者も含め皆がスポーツを楽しめる環境を広め
ていくために、法律家としてできることを続けていきたいと思います。

弁護士　佐渡島　啓

【コラム】労災認定基準の見直し（弁護士　佐渡島　啓）
脳や心臓の病気を発症した労働者が労働災害としての補償を申請した場合、労働基準監督署は、その申請を認めるかどうかについて、厚生
労働省の定める認定基準に基づいて判断します。この認定基準では残業時間がどの程度であったかが重要視されますが、終業から次の始業
までのインターバル時間が１１時間以上あったかどうか、休日のない連続勤務がなかったかどうかといった事情も、新しく認定基準に加え
る方向で検討されています。

ところで、この残業時間がどの程度あったかについては、現在の認定基準では、原則として病気の発症から遡って６ヶ月間を検討すること
になっています。では、病気の発症から半年以上前に残業時間が多かったとしても、労災とは認定されないのでしょうか。

この点を争っていた事件を担当していた当事務所OBの吉田聡弁護士と齋田求弁護士に、途中から弁護団に加えていただいたことがありま
した。この件の被災者の病気であったくも膜下出血について医学文献を調査したり、専門医からお話をうかがうなどして、疲労の蓄積は休
息により回復しても、くも膜下出血の原因となる脳動脈瘤の増悪の結果は回復しないという弁護団の主張を東京地裁が認め、労災と認める
判決を勝ち取りました。今から１０年ほど前、２０１１年春のことでした。

残念ながら、その後の東京高裁、最高裁でこの東京地裁の判断は覆され、６ヶ月間の残業時間を重視するという認定基準が変更されること
もありませんでした。しかし、認定基準は不変なものではなく、適切な労災認定のために、これまでも度々変更されてきましたし、現在も
見直しが進められていることは冒頭の通りです。

現在の認定基準からははずれるものではあっても、労災認定されるべきケースについては、今後も工夫をしながら取り組んでいきたいと思
います。
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弁護士　佐渡島啓

（事務所ニュース・2021年夏号掲載）

事務所ニュース　２０２１年新年号　巻頭挨拶（弁護士　佐渡島
啓）
昨年はコロナ禍に見舞われた一年でした。皆様、様々な影響や制限を受けた生活を強いられてきたものと思いますし、医療従事者など現場
で奮闘されている方々は私たちの想像を超えたご苦労が続いていると思います。改めて敬意を表します。当事務所でも、相談室にアクリル
板を設置し、相談が終わるたびに相談室を消毒してきました。また、換気のために相談室の窓を開け放っていますので、暑かったり寒かっ
たり、近隣の工事の音がうるさかったり、ご相談者の皆様にはご迷惑をおかけいたしております。何卒ご了承ください。

さて、今年は衆議院議員総選挙の年になります。一昨年の英国のエコノミスト誌の調査部門による発表によれば、日本の民主主義指数は世
界第２４位（北欧諸国が上位を占め、米国は２５位）。評価対象の指数には様々ありますが、足を引っ張った一つは、国政選挙の投票率の
低さでした（１９６ヶ国中１５８位）。ルソーが「自由なのは選挙のときだけで、選挙が終われば奴隷に戻る」と述べた通り、選挙だけで
民主主義を語れないことは自明ですが、しかし、現在の日本で議会制民主主義がとられている以上、投票行動が重要なことも明らかです。
コロナ禍終息前の選挙になるとは思いますが、ぜひ皆様、投票所に足を運びましょう。

今年もよろしくお願いいたします。

弁護士　佐渡島　啓

 

（事務所ニュース・2021年新年号掲載）

過労死弁護団総会（弁護士　佐渡島　啓）
昨年はコロナ禍のために、全国的な弁護士の会議などは軒並みウェブ会議システムを利用して行われていましたが、その中でも過労死弁護
団の全国総会は昨年１０月２日・３日に、さいたま新都心でリアル開催しました。
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過労死弁護団の総会は３３回目、埼玉での開催は初めてでした。しかも例年とは異なり会場での感染対策や、運用開始直後のGoToトラ
ベルの対応も必要となるといったこともありましたが、鈴木（弁）、深井（事）と共に苦労して準備した甲斐あり、当日は全国から約６０
名の弁護士が集まり、各地でのリモート視聴者も約３０名加わって、有意義な討論などを行いました。
脳・心臓疾患や精神障害の労災申請数は右肩上がりで毎年増加していますが、労災として認定される割合はこの５年間でいずれも５％程度
減少してしまっていますし、労基署の担当官の数が少ないことも要因で、結論が出るまでに長期間かかっているケースもあります。医療関
係者などエッセンシャルワーカーの方々が過重労働を余儀なくされている状況が続いており、これを原因とする労災申請も今後増えると思
われます。

労働災害が発生しない世の中であるに越したことはなく、そのための活動として昨年１１月に大宮で行われた過労死等防止対策シンポジウ
ムの開催にも加わりましたが（こちらもリアル開催）、被災者が出てしまった場合の救済にもさらに尽力したいと思います。

弁護士　佐渡島　啓

 

（事務所ニュース・2021新年号掲載）

 

事務所ニュース　２０２０年夏号　巻頭挨拶（弁護士　佐渡島
啓）
今年初めには全く想定できなかった事態で大きな混乱が続いていますが、皆さん、お元気でいらっしゃいますでしょうか。
臨時休校、緊急事態宣言、外出自粛、休業要請と、今年の上半期は新型コロナウィルスの脅威に振り回されました。緊急事態宣言中、裁判
所はほとんどの事件で裁判期日を取消して延期としたため、ご依頼をいただいている事件の進行が遅れております。また、当事務所も一時
期は職員の在宅勤務を実施し、営業時間も短縮しておりました。皆さんには大変ご迷惑をおかけいたしました。
このような中でも、医療関係者をはじめ、社会インフラを維持するために感染リスクを押して活動を続けて来られている方々には深く敬意
を表します。
この原稿を書いている時点では、幸いにして第２波という事態は生じていませんが、安心して日常を送れる生活に戻るにはまだまだ時間が
かかることでしょう。コロナ離婚、コロナ倒産、コロナ離職、コロナ退学…。ご不安なこと、お困りのことがあれば、何なりとご相談くだ
さい。私たち法律家だけでは解決できない問題も多々ありますが、当事務所のネットワークを活かして他分野の専門家とも協力し、皆さん
のお力になりたいと思います。

代表　弁護士　佐渡島　啓
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（事務所ニュース・2020夏号掲載）

 

非常勤講師（弁護士　佐渡島　啓）
昨年後半から、猪股（弁）のツテで、母校でもある早稲田大学で非常勤講師を務め、労働法を教えています。
急な登板でしたので、今年度については通常の講義ではなく、予め私の講義を撮影しておき、学生達はこの録画を一定期間の間にネットで
聴講するという形式です。昨今の学生達にとっては当たり前のことなのかもしれませんが、２５年近く前に大学を卒業した私からすれば、
当時はそのような文明の利器などなく、初っ端から驚かされました。
ネット上で講義を受講した学生達は２００字前後で感想などをまとめ、私がこれをネット上で読んで、理解度などを確認していきます。こ
の感想などを読んでいる限り、今の大学生はとても真面目に学んでくれていると、これまた驚いています。早稲田に限った話かもしれませ
んが、私の学生の頃は・・・
しかし、いくらネットが便利だとはいえ、やはり講義はライブでおこなって学生達の反応を直に感じながらでないと、雲をつかむような感
覚は消えません。新年度からは通常の講義になる予定です。社会に出ると否応なく身近な法律となる労働法について、直接学生達の顔を見
ながら講義することを楽しみにしています。

弁護士　佐渡島　啓

 

（事務所ニュース・2020新年号掲載）
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